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一．請願の趣旨 

   平成９年の「臓器移植法」成立以来、臓器移植による以外に生命維持が出来ない重症患者の方々に明るい光が
射してきたと思われてきました。 

   しかしながら、現在のわが国の臓器移植医療をとりまく状況は、依然として国外に頼るしかありません。平成２０年
２月までの脳死によるドナーは８１人です。諸外国に対して比べるまでもない少ない人数なのが実状です。そのため、
一刻を争う臓器移植を要する患者は海外にその機会を求めざるを得ませんでした。渡航移植に膨大な費用を要し募金に
頼らなくてはならない方が数多く、募金に時間を費やし間に合わず命を落とされた方も見えました。 

   そして、今回、世界保健機構（ＷＨＯ）が「臓器移植は自国内で行うべき」との見解を発表するに及び、わが
国の臓器移植を要する患者の環境は一層厳しいものになったと言わざるを得ません。 

   このような実態を考えるとき、臓器移植に対する国民の理解認識を高めていく必要を感じますが、一方、臓器
提供意思表示カードに明記したものだけを臓器提供の対象者としている現行法にも問題があると思います。 

   以上のことから、臓器移植医療の更なる好ましい進展のため、下記のとおり請願いたします。 

二．請願事項 

(1) 諸外国と同じように脳死がどんな場合でも人間の死であることを認めていただきたい。 

(2) 臓器提供意思表示カード、家族の同意だけで臓器提供が出来るように臓器移植法の改正をしていただきたい。 

(3)  臓器移植についての国民的理解を図るため、学校の保健体育等の授業に臓器移植のための教育を採り入れたり、 
テレビ、新聞で臓器移植に関する広報をもっと多くしてください。 
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